
令和３年度狭山市一般会計予算案

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途内訳

（歳入）地方消費税交付金（社会保障財源化分） １６億円

（歳出） １９８億５千２２万８千円

国(県)
支出金

地方債 その他

地方消費税
交付金(社会
保障財源化

分)

その他 事業名
人件費,事務費等
を除いた事業費

地方消費税
交付金(社会
保障財源化

分)

その他

社会福祉総務費 215,497 82,734 1,116 131,647

高齢者福祉費 192,564 854 7,170 184,540

障害者福祉費 3,668,215 2,424,093 23,100 299,730 921,292 障害者自立支援・障害児通所等給付事業費 2,841,206 2,123,101 299,730 418,375

児童福祉総務費 3,126,534 1,894,584 12,500 1,219,450

児童保育費 3,523,527 2,258,560 161,240 385,883 717,844
子ども・子育て新制度関連事業費
（子どものための教育・保育給付事業費、地
域子ども・子育て支援事業費）

3,105,623 2,181,109 385,883 538,631

総合子育て支援ｾﾝﾀｰ費 12,232 5,472 6,760

保育所費 338,925 15,999 17,809 305,117

青い実学園費 10,692 231 10,461

生活保護総務費 9,280 1,503 7,777

扶助費 2,044,708 1,598,484 186,249 259,975 生活保護事業費 2,044,708 1,598,484 186,249 259,975

小　計 13,142,174 8,282,283 0 223,166 871,862 3,764,863 小　計 7,991,537 5,902,694 871,862 1,216,981

国民年金費 980 980 0

国民健康保険事業費 1,139,977 347,482 792,495

介護保険事業費 1,867,059 183,133 1,683,926

小　計 3,008,016 531,595 0 0 0 2,476,421 小　計 0 0 0 0

後期高齢者医療事業費 2,082,237 233,467 104,267 728,138 1,016,365 後期高齢者医療事業費 2,082,237 337,734 728,138 1,016,365

保健衛生総務費 199,703 14,759 4,778 180,166

保健センター費 35,700 5,753 29,947

母子健康費 103,778 12,173 1,521 90,084

予防費 1,278,620 639,488 63,781 575,351

小　計 3,700,038 905,640 0 174,347 728,138 1,891,913 小　計 2,082,237 337,734 728,138 1,016,365

19,850,228 9,719,518 0 397,513 1,600,000 8,133,197 充当先事業費　総計 10,073,774 6,240,428 1,600,000 2,233,346

　その他社会保障施策・・・社会福祉（生活保護、児童福祉、母子福祉、高齢者福祉、障害者福祉）、社会保険（国民健康保険、介護保険、年金）、保健衛生（医療、疾病の予防対策、健康増進対策）

社会保険

保健衛生

総　　計

※財源内訳は「人件費、事務費を除いた事業費」の内訳となります

※社会保障経費対象外となる経費は除外しています（公共建築物解体事業費等）

※社会保障４経費・・・年金、医療、介護、子育て

社会福祉

　消費税率引き上げに伴う地方消費税交付金の増額分については、社会保障４経費及びその他社会保障施策(※)に要する経費(人件
費、事務費を除く）として活用することとされています。
　本市では一般会計の社会保障関連事業費の中で占める割合が大きい４事業の財源としています。

社会保障４経費その他社会保障施策に要する総事業費
（人件費、事務費を除く）

（単位：千円）

区分 款項目
人件費,事務費等
を除いた事業費

財　　源　　内　　訳 　　うち地方消費税交付金（社会保障財源化分）　　充当先 財　　源　　内　　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

特定財源

一 般 財 源


